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日本海酒田リハビリテーション病院 



 

 

日本海酒田リハビリテーション病院は医療療養病床に区分される病院で、その中に療養

病床と回復期リハビリテーション病床が設置されています。 

療養病床は主に亜急性期から慢性期の療養が必要な患者さんに入院していただく病床で、

高度な医療や高価格薬の使用、救急蘇生などを希望される患者さんの受け入れは難しいと

考えています。 

回復期リハビリテーション病床は積極的なリハビリテーションを行う病床です。脳血管

疾患（脳梗塞，脳出血など）や整形外科疾患（大腿骨頚部骨折など）でリハビリテーショ

ンが必要な患者さんに対して、積極的なリハビリテーションを行い早期に自宅生活への復

帰や社会復帰を支援する病床です。回復期リハビリテーション病床には入院できる疾患や

入院できる期間に制限があります。入院中、病状の変化など、専門的な治療や救命処置が

必要な状態と判断された場合は、日本海総合病院への受診や救急搬送での対応となります。

この場合には、ご家族の方に日本海総合病院等への受診同行のご協力をお願いいたします。

また、看護体制も急性期病院とは違い、看護師の人数が少ないため、介護福祉士や看護補

助者と連携してケアを行っております。 

日本海酒田リハビリテーション病院では、入院時に主治医と患者さん・ご家族の方との

面談を設けさせていただいております。当院で行うことができる医療についてや今後の治

療方針、リハビリテーションを継続していく上での目標や入院見込み期間などについても

説明させていただきます。また、入院期間中は月に一度面談を行い、治療経過やリハビリ

テーション状況を説明し、退院に向けたご相談も行っていきます。ご家族の方にも面談日

には来院していただくようご協力をお願いいたします。 

また、地域の医療資源を有効に活用する観点から療養病床であっても入院期間を無制限

に長くすることは出来ないこと等についてもご理解いただきたいと考えております。 

入退院の際の医師・看護師・リハビリ職員等への金品等のお礼、心付けは一切お断りい

たします。お気遣いなく入院生活をお過ごしください。 

 

・入院手続きについて 

・ 入院手続きは、Ａ棟１階の総合受付で行ってください。 

 

 

 

・ 入院中に住所や保険証等が変更になった場合は、速やかに総合受付までお申し出くだ

さい。 

 

・入院時にお持ちいただくもの 

・別紙「療養病棟、回復期病棟に入院される患者さん、ご家族の方へ」をご覧ください。 

日本海酒田リハビリテーション病院に入院される患者・ご家族さまへ 

《入院手続きに必要なもの》 

  ○ 診察券（日本海総合病院と共通）   ○ 健康保険証 

  ○ 医療受給者証（高齢受給者証、身体障がい者医療証など） 



・ 現在服用しているお薬・薬剤情報 

（他の医療機関から処方されている薬剤についても全部お持ちください） 

＊ 療養上必要な寝具類は病院で用意します。 

＊ 病衣は病院で準備（有料）していますが、私物のパジャマも使用できます。 

 

・入院時・入院中のお願い 

・ 牛乳・青みの魚など、お身体に合わない食品がある方は看護師にお知らせください。 

・ 食品の持ち込みをされる場合は、必ず看護師の許可を得てください。 

・ 眼鏡・補聴器・腕時計・入れ歯等は、原則患者さん側で管理してくださいますようお

願いします。 

・ 盗難予防のため、貴重品や現金は床頭台に設置されている金庫に入れ、必ず施錠して

お使いください。短時間でも部屋を空ける際には、必ず金庫に入れ施錠してください。 

  万が一盗難にあわれても当院では一切責任を負いません。 

・ 面会は、午前９時から午後８時の間にお願いします。消灯は午後９時です。 

・ 当院入院中にやむを得ず他医療機関の受診が必要な場合は、必ず受診する前に看護師

へお申し出ください。 

・ 外出・外泊については許可が必要です。届け出用紙がありますので、看護師にお申し

出ください。 

・ 病院側の管理又は診療の都合により、転室をお願いする場合があります。 

 

・入院費用について 

・ 当院の入院基本料は包括支払い方式のため、医療区分や自立度などによりあらかじめ

決められており、食事療養費・生活療養費についても、医療区分・自立度・所得など

によって決められています。お支払いただく入院費用は健康保険の種類・医療証・自

己負担限度額などによって異なってきます。 

（急性期病院より入院費用（お支払い）が高額になる場合もあります。） 

・ 月をまたぐ入院の場合は１ヵ月ごとに計算し、請求書を翌月の 10日頃病室までお届

けします。退院の場合は後日請求書を送付します。 

・ お支払いは会計カウンター（A棟１階の総合受付）で、月～金曜日 

の午前 8 時 30分から午後 5 時 15分までにお願いします。 

（祝祭日，年末年始（12／29～1／3）を除く） 

 

・その他の費用（入院費用と同時に請求させていただきます） 

・ 病衣の使用料は、１日 70円です。 

・ 床頭台（テレビ・冷蔵庫）の使用料は、１日 100円です。 

（テレビ視聴の際には、他の患者さんのご迷惑にならないようにイヤホンをご使用く



ださい。） 

・ 個室を使用する場合は、１日につき 1,3２0円（シャワーなし）・1,6５0円（シャワ

ーあり）の使用料が発生します。 

・ 私物の洗濯を業者に依頼する場合は、別途料金が発生し自己負担となります。 

・ 診断書・証明書などの文書の料金は、自己負担となります。 

 

・医療相談について 

・ 医療費や病気などによる悩み・心配事などさまざまなお困りごとについてご相談があ

りましたらＡ棟１階の総合受付にお申し出ください。 
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  ※売店（営業時間：午前 10時～午後 3 時（平日のみ））    

 

★入院日と病棟のご案内 

 

   入院は、   月   日（   ）    時です。 

   病棟は、      病棟（  階）です。 

   ご都合の悪い場合は、外来・地域医療室（内線   ）へご連絡ください。 

病 院 内 の ご 案 内 


